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平成20年7月29日 

 

各   位 

 

上場会社名 加 賀 電 子 株 式 会 社

コード番号 ８ １ ５ ４  東 証 第 一 部

本社所在地 東京都文京区本郷二丁目２番９号

代 表 者 の

役 職 氏 名
代表取締役社長 塚 本 外 茂 久

専務取締役 

管理本部長 
下 山 和 一 郎

問 合 せ 先

ＴＥＬ０３－４４５５－３１１１

 

 

エー・ディ・エム株式会社に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ 
 

当社は、平成20年6月27日開催の取締役会において、エー・ディ・エム株式会社（以下「対象者」とい

います。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の開始を決議し、平成20年6月30日

から実施しておりましたが、本公開買付けが平成20年7月28日をもって終了いたしましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

また、本公開買付けの結果、対象者は当社の連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ.本公開買付の結果について 

１．買付け等の概要 

（１）対象者の名称 

エー・ディ・エム株式会社 

 

（２）買付予定の株券等の数 

株券等種類 
①株式に換算した 

買付予定数 

②株式に換算した 

買付予定の下限 

③株式に換算した 

買付予定の上限 

株 券 1,647,300株 1,444,000株 1,647,300株

新 株 予 約 権 証 券 － － －

新 株 予 約 権 付 社 債 券 － － －

株 券 等 信 託 受 益 証 券 － － －

株 券 等 預 託 証 券 － － －

合 計 1,647,300株 1,444,000株 1,647,300株

（注１）応募株券等の総数が「株式に換算した買付予定の下限」（1,444,000 株。以下「買付予定の下限」といいま

す。）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が「株式に換算し

た買付予定の上限」（1,647,300 株。以下「買付予定の上限」といいます。）を超える場合は、その超える部

分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び発行者以外の者による株券等

の公開買付けの開示に関する内閣府令（以下「府令」といいます。）第 32 条に規定するあん分比例の方式に

より、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 

（注２）単元未満株式についても、買付け等の対象としております。但し、応募に際しては株券を提出する必要が

あります（株券が公開買付代理人（後記（６）において記載されるものをいいます。）を通じて株式会社証

券保管振替機構（以下「保管振替機構」といいます。）により保管されている場合は、株券を提出する必要

はありません）。 
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（注３）本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。 

 

（３）買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。） 

平成20年6月30日（月曜日）から平成20年7月28日（月曜日）まで（20営業日） 

 

（４）買付け等の価格 １株につき、950円 

 

 

２．買付け等の結果 

（１）応募の状況 

株券等種類 
株式に換算した買

付 予 定 数 

株式に換算した買

付予定の下限

株式に換算した買

付予定の上限

株式に換算した応

募 数 

株式に換算した買

付 数

株 券 1,647,300株 1,444,000株 1,647,300株 2,234,001株 1,647,300株

新 株 予 約 権 証 券 － － － － －

新株予約権付社債券 － － － － －

株券等信託受益証券 － － － － －

株 券 等 預 託 証 券 － － － － －

合 計 1,647,300株 1,444,000株 1,647,300株 2,234,001株 1,647,300株

 

（２）公開買付の成否 

応募株券等の総数（2,234,001株）が「株式に換算した買付予定の下限」に達し、かつ、「株式に換算

した買付予定の上限」を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超え

る部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第５項及び府令第32条に規定する

あん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 

 

（３）買付け等を行った後における株券等所有割合 

買付け等前における公開買付者

の所有株券等に係る議決権の数 
－個

（買付け等前における株券等所有割合 

－％）

買付け等後における公開買付者

の所有株券等に係る議決権の数 
16,473個

（買付け等後における株券等所有割合 

51.00％）

対象者の総株主等の議決権の数 32,296個  

（注1）「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の平成19年 10月期（第33期）有価証券報告書（平成20年

1 月 29 日提出）記載の総株主等の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式について

も買付け等の対象としているため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券

等所有割合」の計算においては、同報告書記載の単元未満株式の数（400 株）に係る議決権の数（4 個）を

加えた32,300個を「対象者の総株主等の議決権の数」として計算しております。 

（注 2）「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以

下第三位を四捨五入しております。 

 

（４）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 

応募株券等の総数（2,234,001株）が買付予定の上限を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届

出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13

第５項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決

済を行います。 

あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元（100株）未満の株数を四捨五入して計算した各応

募株主等からの買付株数の合計が買付予定の上限に満たないため、買付予定の上限以上になるまで、四
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捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等の中から順次、各応募株主等につき１単元（追加して

１単元の買付けを行うと応募株数を超える場合は応募株数までの数。）の応募株券等の買付けを行いま

した。但し、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付けを行うと買付

予定の上限を超えることとなるため、買付予定の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽

選により買付けを行う株主を決定しました。 

 

（５）買付け等に要する資金 1,564百万円 

 

（６）決済の方法 

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 

（公開買付代理人） 

日興コーディアル証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 

 

② 決済の開始日 平成20年8月1日（金曜日） 

 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主

等の場合はその常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。買付けは、現金にて行います。買付

けられた応募株券等に係る売却代金は、応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開

買付代理人から応募株主等（外国人株主等の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金します。 

 

 

３．本公開買付け後の方針等 

本公開買付けの成立により当社が、対象者の総株主等の議決権数の過半数以上を取得できたため、対象

者は当社の連結子会社となります。対象者の取締役会は、平成 20 年 9 月に臨時株主総会を開催し、当社

が指名する取締役及び監査役を選任する議案を本臨時株主総会に付議する予定です。当社が指名する取締

役及び監査役（いずれも非常勤を含む。）は、それぞれ総数の 2 分の 1 に 1 名を加えた数とし、当社が指

名する取締役から代表取締役社長を選任するための本臨時株主総会及び取締役会の開催その他に必要な手

続きをとることが資本・業務提携契約において合意されております。当社は、対象者へ取締役を派遣する

などにより経営に参画し、今後の両社の事業拡大等、本提携によるシナジーを早期に顕在化させ、対象者

と緊密かつ友好的な協力関係を構築しつつ、両社の永続的な成長を図ってまいります。 

 

 

４．本公開買付けによる業績への影響の見通し 

本公開買付けによる平成 21 年 3 月期連結業績及び単体業績への影響は現在精査中であり、今後、業績

予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかに公表いたします。 

 

 

５．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 

加賀電子株式会社 東京都文京区本郷二丁目２番９号 

株式会社ジャスダック証券取引所  東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号 

 

 

Ⅱ.子会社の異動について  

１．異動の理由  

本公開買付けの結果、当社は対象者の総株主等の議決権数の過半数（51.00％）を取得いたしましたので、

対象者は当社の連結子会社となる予定です。 
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２．異動する子会社（エー・ディ・エム株式会社）の概要  

（１）商     号  エー・ディ・エム株式会社 

（２）代 表 者         代表取締役社長 山﨑 浩生 

（３）所 在 地         大阪市中央区南本町2丁目6番12号 

（４）設 立 年 月 日         1975（昭和50）年2月6日 

（５）主な事業の内容  電子機器および部分品の仕入販売 

（６）決  算  期  10月31日 

（７）従 業 員 数  108名（平成19年10月末現在）出向社員、派遣社員除く 

（８）主 な 事 業 所         東日本本部（東京都千代田区）、福岡営業所（福岡市） 

（９）資  本  金  560,330千円 

（10）発行済株式総数  3,230,000株 

（11）大株主構成および所有割合 

（平成19年10月31日現在） 

山﨑 浩生 30.78％ 

小林 隆英 8.05％ 

山﨑 弘子 5.88％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4.18％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1.86％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1.84％ 

 ステートストリートバンク アンドトラストカンパニー 505025 

(常任代理人株式会社みずほコーポレート銀行） 
1.10％ 

株式会社みずほ銀行 0.93％ 

株式会社りそな銀行 0.93％ 

日本生命保険相互会社 0.93％ 

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 0.93％ 

 

（12）最近事業年度における業績の動向 

（連結） 

 平成18年10月期 平成19年10月期 

売 上 高 19,475百万円 21,765百万円 

売 上 総 利 益 1,799百万円 1,835百万円 

営 業 利 益 328百万円 270百万円 

経 常 利 益 342百万円 259百万円 

当 期 純 利 益 190百万円 77百万円 

総 資 産 8,298百万円 7,812百万円 

純 資 産 4,229百万円 4,096百万円 

 

（単体） 

 平成18年10月期 平成19年10月期 

売 上 高 19,378百万円 21,678百万円 

売 上 総 利 益 1,719百万円 1,770百万円 

営 業 利 益 307百万円 254百万円 
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経 常 利 益 325百万円 226百万円 

当 期 純 利 益 156百万円 45百万円 

総 資 産 8,240百万円 7,731百万円 

純 資 産 4,175百万円 4,012百万円 

１株当たり配当金 22円 22円 

※ 上記はエー・ディ・エム株式会社が平成20年１月29日に提出した有価証券報告書に基づいて 

作成いたしました。 

 

３． 日程 

 平成20年8月1日（金） 決済の開始日 

  

４． 今後の見通し 

平成 21 年 3 月期連結業績及び単体業績への影響は現在精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及

び公表すべき事項が生じた場合には速やかに公表いたします。 

 

 

以 上 


